
息苦しい社会

　昨今の医療・研究に関する法改正は目まぐるし

く，特に大学病院に所属する当事者である筆者

は，真綿でじわじわと締め付けられるような，そ

んな息苦しさを感じている。直近では，医療法施

行規則（2016年６月公布，特定機能病院の承認要

件の変更）と個人情報保護法（2017年５月施行）

が改正され，臨床研究法は2017年４月７日に国

会で成立した。これらの改正を実務者として解釈

し，現場の運用に当てはめることはかなりのエネ

ルギーが必要であるが，現場の医療は立ち止まっ

てくれる訳でもない。これまでの医療（に限った

ことではないが）では，グレーな領域の問題で

あっても，社会的に大きな損失がなければ，ある

程度の寛容性を持って受け入れられてきた経緯が

ある。しかし，ここ数年来の医療や研究に関する

重大な事件によって，医療界・医学界に淀んでい

た澱が噴出し，白黒はっきりさせるルールを設定

せざるを得ない状況になってしまった。

　ある意味，身から出た錆ではあるが，「ルールが

できる→自由な活動が制限される」という先入観

から，① これまで日常的に行ってきた医療や研究

が分断される（かもしれない）というストレス，② 

新しいルールを破ったらどうなるのだろうという

不安感，そして，③ 今後，こういった規制下で

ゆっくりと縮む医療が，巡り巡って患者の不利益

にならないだろうかという焦燥感が，息苦しさの

要因になっているのだろう。でも本当に，ルール

が出来たり，変わることはネガティブなことだけ

なのだろうか？

　「ルール」という単語に関して，思い出す小説の

セリフがある。10余年前にベストセラーとなっ

た「ハゲタカ」（著者：真山 仁，出版社：講談社）

の主人公・鷲津政彦が，企業買収を次々と繰り広

げていく中で発するセリフ，「最後には，ルールを

より知っている者が，勝者となる」である。一言

一句，正確には覚えていないが，10余年経っても

覚えているくらいなので，余程そのシーンが印象

深かったのだろう。

「ハゲタカ」に学ぶ処世術

　小説「ハゲタカ」は，ドラマや映画など映像化も

されたため内容をご存知の方も多いと思うが，

ニューヨークの投資ファンド運営会社社長の鷲津

政彦が，バブル崩壊後の不景気に苦しむ日本に舞

い戻り，強烈な妨害や反発を受けながらも，次々

と企業買収を成し遂げていくというストーリーで

ある。主人公の鷲津は，ジャズピアニストを目指

して渡米するも挫折し，その後，米国最大の買収
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ファンドで辣腕を振るうようになる。いつしか

「神鷲（ゴールデンイーグル）」という異名を取るよ

うになり，バブルの後遺症から抜け出せない日本

に対して，「日本を買い叩く」と宣言する。情報の

収集・分析・操作を巧みに行い，人・金・権力を

操りながら，熾烈な戦いをまるで楽しむかのよう

に挑んでいく様は痛快である。鷲津が時折見せる

人間味あふれる姿も，砂漠のオアシスのような癒

しを与えてくれる。鷲津のみならず，リン・ハッ

トフォード（公私にわたる鷲津のパートナー），芝

野健夫（企業再建をめぐりライバル鷲津と対峙），

飯島亮介（日本金融界に大きな影響力を持ち，強

引に鷲津を追い詰めるも，時には協力）など，個

性豊かな登場人物が脇を固め，一流のエンターテ

インメントとなっている。

　「ハゲタカ」は物語の面白さだけでなく，ビジネ

スあるいは交渉術の指南書としても一級品であ

る。「ハゲタカ」を執筆した真山 仁氏は，『「ハゲ

タカ」に学ぶ経営と交渉術』というタイトルで，岡

島悦子氏（プロノバ社長）と対談1）しており，大変

興味使い。法律やルールに言及している点を，以

下に要約する。

　・「必要悪」の存在しないアメリカでは，反則ギ

リギリのことがルールに織り込み済みのた

め，常に「俺たちが正しい」と考えている。

規定としての意味合いが強い日本とは，法律

の概念が違っている。ルールに違反するかど

うか以外はあまり問題でないという意識を

もってビジネスをすべき。

　・商習慣は，法律ではない。法律をよく学び，

そこに表記されていないことであれば（＝法

律違反でなければ），何でもやるのが外資系

の手法。

　・日本では単一性を重要視するが，外国は多様

性。交渉は，理解できない者同士の折り合い

のため。「話せば分かる」と思うのが日本人の

最大の弱点。外国人は目を見て平気で嘘をつ

く。そこを理解すると，ルールの重要性も分

かるはず。

　・お金抜きの社会はない。国家は国をあげて国

益を得ようとしている。いかに他を出し抜き

お金を儲けるかを考えることが，社会の縮

図。人間とはどういうものなのかを考える上

では，いちばん符合する。

　これらは医療とは真逆の，営利を目的としたビ

ジネスの世界での話であるが，ルールの捉え方に

ついて，このような考え方もあるのかと感心させ

られる。もちろん，このような考え方を，多種多

様なステークホルダーが存在する医療にそのまま

応用することは困難である。だが逆に，営利を主

体とする団体が医療ビジネスに参画する際，上述

したルールの捉え方がベースにあると考えると，

合点がいくケースも多い。

医療と法律

　普段，業務をする際にあまり意識することはな

いが，医療と法律は切っても切れない関係にあ

る。規制だらけと言っても良い。主な関連法規と

しては，以下のとおりである。

　・医療職種関連：医師法，歯科医師法，薬剤師

法など

　・医療施設関連：医療法

　・医療保険関連：健康保険法，国民健康保険法，

厚生年金保険法など

　・医薬品関連：医薬品，医療機器等の品質，有

効性及び安全性の確保等に関する法律，麻薬

及び向精神薬取締法，安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する法律など

　・疾病の対策関連：がん対策基本法，肝炎対策

基本法，アレルギー対策基本法など

　これらは薬剤師の業務と直接関係のないものも

含まれるが，改めて書き出してみると，規制の多

さに嘆息する。これらの法律は，お上から与えら

れた不可侵なものと考えてきたが，前述のビジネ

ス界のルールの考え方を応用してみると，「法律は

不可侵なものではなく，解釈と運用しだいでは，業

務上問題となっている事案を解決できる可能性が

ある」と，前向きに捉えても良いのかもしれない。

薬剤師と法律

　ここ数年，調剤と無資格調剤，医業とフィジカ

ルアセスメント，プロトコールに基づく薬物治療

管理（Protocol Based Pharmacotherapy Man

agement：PBPM）など，これまでグレーゾーン
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であった薬剤師業務の在り方が，医療現場，行政，

アカデミアなど，さまざまな分野で注目されてい

る。これらのトピックスについて，弁護士と薬剤

師の資格を有する赤羽根秀宜氏が，「法律からみる

薬剤師の仕事−これからの業務の法解釈−」の著

書の中で，分かりやすく解説している2）。

　例えば，2010年に発出された「医療スタッフ

の協働・連携によるチーム医療の推進について」

の中で，薬剤師の項目として示されている，「薬剤

の種類，投与量，投与方法，投与期間等の変更や

検査オーダーについて，医師・薬剤師等により事

前に作成・合意されたプロトコールに基づき，専

門的知見の活用を通じて，医師等と協働して実施

すること」については，法解釈的には「協働」とい

うフレーズがポイントと言う。「処方権は絶対的

医行為と考えられている以上，プロトコールに

よっても薬剤師に任せるということはできないと

考えられる。…中略…，事前のプロトコールによ

る処方権の移譲は無理でも，協働して行うことは

可能という意味であると考えられる。…中略…，

また，医師の処方行為が終わっていれば，その後

の事後処理を薬剤師が行うことは可能と考えられ

る」，と解説している。

　あるいは，各地で広まりつつある疑義照会の簡

素化については，「処方権そのものについては合意

を結び運用することはできないが，剤形変更等必

ずしも処方権とまでは言えず，医師の専門的な判

断によらないものは事前にプロトコールを結んで

おくことで可能になるというものである。この運

用は，疑義を事前に確認しておくという解釈も可

能であるが，むしろプロトコールがあることに

よって，プロトコールに従えば薬剤師には疑義が

生じないのだから，疑義照会義務が発生しなくな

るという解釈もできるだろう」とある。

　なるほど，と思う。薬剤師法第24条の「薬剤

師は，処方せん中に疑わしい点があるときは，そ

の処方せんを交付した医師，歯科医師又は獣医師

に問い合わせて，その疑わしい点を確かめた後で

なければ，これによって調剤してはならない」に

ついては，必ず守らなければならないルールだ

と，疑念の余地すら持たなかったが，解釈・運用

次第では簡素化できると，感銘すら覚える。

溶ける境界線とルール作り

　2017年４月６日に，「新たな医療の在り方を踏

まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の

報告書」が発表された3）。今後の医療提供の在り方

について，介護等の視点も含めたビジョンが描か

れており，『日本の医療を「高生産性・高付加価値」

構造に転換していくためには，これまで守られて

きた価値観や規範を大事にしながらも，新たな時

代にふさわしい進歩的な施策や制度設計，そして

現場の経営努力を進めるためのパラダイムの転換

が求められる』とある。いくつかの項目が頭出し

されており，薬剤師としては，「薬剤師の生産性と

付加価値の向上」が気になるが，全体としては，

「医療・介護の潜在スキルのシェアリング促進」，

「タスク・シフティング/タスク・シェアリングの

推進」，「フィジシャン・アシスタント（PA）の創

設等」など，ボーダレス化する医療に目が奪われ

る。このようなビジョンを具体に落とし込んでい

くためには，誰がどこまで責任を持つのか，リス

クを背負うことは可能か，それを支える研修体制

はどうするか，既存の法理に沿っているか等，必

ず一定のルール作りが必要になってくる。「ルール

を作る側」になるのか，「ルールに従う側」になる

のか　　。現場の薬剤師として，「ルールを作る

側」には到底なれないが，せめて薬剤師が輝ける

ようなルール作りのためのエビデンス構築には貢

献していくべきだろう。また，新しいルールがで

きたとしても，「最後には，ルールをより知ってい

る者が，勝者となる」というフレーズを胸に刻み

ながら，混沌としつつある医療界を生き抜く知恵

を身につけていきたいものだ。
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